別記様式第1号の2（第4条関係）
通　勤　災　害　認　定　通　知　書
	年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様

（実施機関の職及び氏名）
　　　　　　　　　　　　　

北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づき、審査の結果、通勤災害と認定したので通知します。

記

１　被災職員の氏名


２　認定番号


３　傷病名


４　災害発生年月日








 (
（教
 
示）
１
 
審査会への審査の申立て
この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３
か月以
内に、
北見市公務災害補償等審査会（以下「審査会」といいます。）
に対して書面
(以下「審査申立書」といいます。)
をもって審査を申し立てることができます。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３
か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算
して
１年を経過した場合は、審査の申立てをすることができなくなります。
審査申立書には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副２通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出する必要があります。 
(1)　災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局 
(2)　申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係 
(3)　補償に関する当局の措置 　
(4)　申立ての趣旨 
(5)　代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業 
(6)　請求の年月日 
審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度その旨を速やかに審査会に届け出を行ってください。
２　取消しの訴えの提起について
この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６
か月以内
に、北見市を被告として(
訴訟において北見市を代表する者は
、
北見市長となります。
)
、
決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし
、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して６
か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して
１
年を経過し
た場合は、決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。
この決定について、１の審査会への審査の申立てをした場合には、前段の記載にかかわらず、当該申立てに対する裁定があったことを知った日の翌日から起算して６
か月以内に決定の取消しの訴えを提起することがで
きます。ただし
、当該
申立て
に対する
裁定
があったことを知った日の翌日から起算して
６
か
月以内であっても、当該申立てに対する裁定があった日の翌日から起算して１
年を経過
した場合は、決定の取消しの訴えを提起することができなくなります
。
)
